
平成２４・２５年                 出店募集要領 

 

主催 新城市・新城市商工会 

運営 のんほいルロット実行委員会 

１． 開催日時（年間スケジュール） 

第２６回 平成２４年 ４月２２日（日） 

第２７回 平成２４年 ５月２７日（日） 

第２８回 平成２４年 ６月２４日（日） 

第２９回 平成２４年 ７月２２日（日） 

第３０回 平成２４年 ８月２６日（日） 

第３１回 平成２４年 ９月２３日（日） 

第３２回 平成２４年１０月２８日（日） 

第３３回 平成２４年１１月２５日（日） 

第３４回 平成２４年１２月２３日（日） 

第３５回 平成２５年 １月２７日（日） 

第３４回 平成２５年 ２月２４日（日） 

第３５回 平成２５年 ３月２４日（日） 

 

※原則毎月  第４日曜日 

※開催時間 ９時００分～１２時３０分（雨天決行） 

    ※交通規制 ８時３０分～１３時 

 

２． 開催場所 

新城中央通り商店街（中町～橋向交差点） 

  

３． 出店料および納入方法、出店条件等 

■新規登録並びに道路使用許可更新時 

道路使用許可申請料（１台） 年間 3,000 円 （申請手続後の返戻は、出来ません。） 

  証紙代を含む この申請は 12 ヶ月有効です。 
 

■出店料（１台・１区画）   １回 2,000 円 

出店取消は、開催日の２週間以前であれば返戻いたします。 

出店取消の場合は、キャンセル番号を発行しますので控えてください。 

また、天候の影響等により主催者判断で開催中止になった場合は出店料を返戻します。 
 

■申込と同時に商工会窓口もしくは振込によりご納入ください。 

[振込先]  ※ご利用される場合 振込手数料はご負担願います。 

 豊橋信用金庫新城支店 普通 １１２８８９９ 

 しんしろ軽トラ市のんほいルロット実行委員会 実行委員長 本多克弘 

（振込時は、FAX 等で出店名(申込者名)、第○回分、金額をご連絡ください。） 

■道路使用許可申請されている軽自動車での出店が条件です。 

■飲食関連の販売については、イベント等での臨時営業許可や移動食品の営業許可証を

常時直近３回分の受付を行っており

ます。４回目の申し込みは次回終了時

から受付を開始します。 



取っている方に限ります。また、ペット等の販売についても動物取扱業者の登録をし

ている方に限ります。 ※申込書と一緒に許可証等の写しを併せて提出してください。 

 

４． 内 容 

新城中央通り商店街内道路を車両通行止め（歩行者天国）にし、軽トラック等の荷台で

農産物・加工品、商工業品等の販売などを行うことで、消費者、生産者、商工業者相互

の交流を深めるとともに賑わいの創出を図ります。 

 

５． 募集台数 

軽トラック等 9０台（予定） ※1 区画７ｍ（軽車両＋売場スペース＋通路） 

 

６． 申込締切 

毎回、開催日の２週間前まで随時受付を行います。 

ただし、募集台数になり次第締め切ります。 （※キャンセル待ちになります。） 

 

７． 出店申込み方法 

所定の【出店申込書】に必要事項を記入のうえ、下記まで郵送又は FAX でお申し込み

ください（締切日必着）。 

 新城市商工会「のんほいルロット」出店申込係 

 〒441-1326 新城市字中野１５番地１０ 

 Tel.0536(22)1778 Fax.0536(23)5900 

  ※この他、初めて出店される方は「道路使用許可申請書」（※添付書類として車検証の写し

が必要）や出品される商品によっては「営業許可証」（※飲食関連、ペット、古物などを

販売される方）の写しが必要となります。 

 

《 留意事項 》 

◎ 出店者は実行委員会の指示に従ってください。  

◎ 出店場所は実行委員会が指示させていただきます。 

◎ コピー商品など法律に違反する物品や社会通念上ふさわしくないと実行委員会が判断

したものは販売できません。 

◎ 販売品目を変更する場合は、あらかじめ事務局にお届けください。 

◎ 販売に関する全ての備品※及びつり銭等については各自ご用意下さい。 

◎ 食品衛生法に基づく許可等、出店者個々の営業に必要な許認可等は、出店者の方で対応

願います。  

◎ 電気、水道は供給できかねます。必要な場合は持ち込みとなります。  

◎ 飲食関連の出店者におかれましては、あらかじめゴミ袋（箱）等を備えるなど、自店商

品の使い捨て食器等の回収にご配慮願います。 

◎ 営業終了時には周辺の清掃をお願いいたします。 

◎ 申込書にある誓約事項の違反等が認められた場合の他、実行委員会の判断で出店をお断

りすることもあります。 

◎ 出店に関する事故・販売におけるトラブル等について主催者は一切責任を負いかねます。  

◎ 道路使用許可申請書の期限切の方（１年更新）は、申請手続きをお願いします。 

また、車検を更新された方は車検証のコピーをＦＡＸして下さい。手続きを忘れると出店できませんのでご注意ください。 


